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一
〇
、
三

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

大
野
＃
正
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
一
九

総

務

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
七
）
三
、
一
二
、
六

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

河
野
義
博
君（
公
明
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

法

務

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

杉

久
武
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

阿
達
雅
志
君（
自
民
） 　

同

財
政
金
融

豊
田
俊
郎
君（
自
民
） 　

同

豊
田
俊
郎
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
一
二

酒
井
庸
行
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

文
教
科
学

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

高
橋
克
法
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

厚
生
労
働

山
田

宏
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

比
嘉
奈
津
美
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

柘
植
芳
文
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

農
林
水
産

長
谷
川   

岳
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

滝
波
宏
文
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

経
済
産
業

石
橋
通
宏
君（
立
憲
） 　

同

吉
川
沙
織
君（
立
憲
） 　

同

森
本
真
治
君（
立
憲
） 　

同

国
土
交
通

古
賀
之
士
君（
立
憲
） 　

同

蓮　
　
　
　

舫
君（
立
憲
） 　

同

青
木

愛
君（
立
憲
） 　

同

環

境

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
） 　

同

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

三
原
じ
ゅ
ん
子
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

国
家
基
本

政
策

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

浅
田

均
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

浅
田

均
君（
維
新
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、 
一

予

算

山
本
順
三
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

末
松
信
介
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

櫻
井

充
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

決

算

松

村

祥

史（
自
民
） 　

同

佐
藤
信
秋
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

行
政
監
視

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
六
）

三
、一
一
、一
〇

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

青
木

愛
君（
立
憲
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

議
院
運
営

福
岡
資
麿
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

石
井
準
一
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

浅
尾
慶
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

懲

罰

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（
一
九
九
）
元
、

八
、

一

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

鈴
木
宗
男
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
一
）
五
、
一
〇
、
一
一

松
沢
成
文
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

二　

常
任
委
員
長
一
覧
表

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

酒
井
庸
行
君（
自
民
）　
　

令
和

（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
11

） 5

、 9

、15

大
野
＃
正
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（212

） 6

、 1

、19

総

務

平
木
大
作
君（
公
明
）
（207

） 3

、12

、 6

（209

） 4

、 8

、 3

平
木
大
作
君（
公
明
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
10

） 4

、10

、 3

河
野
義
博
君（
公
明
）
（210

） 4

、10

、 3

（212

） 5

、10

、20

法

務

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

杉

久
武
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

阿
達
雅
志
君（
自
民
） 　

同

財
政
金
融

豊
田
俊
郎
君（
自
民
） 　

同

豊
田
俊
郎
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
09

） 4

、 8

、12

酒
井
庸
行
君（
自
民
）
（210

） 4

、10

、 3

（211

） 5

、 9

、15

文
教
科
学

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3
高
橋
克
法
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
15

） 6

、11

、11

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（215

） 6

、11

、11

（216

） 6

、11

、28

厚
生
労
働

山
田

宏
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（212

） 5

、10

、20

比
嘉
奈
津
美
君（
自
民
）
（2

12

） 5

、10

、20

（2
17

） 7

、 1

、24

柘
植
芳
文
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、28

農
林
水
産

長
谷
川   

岳
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
12

） 5

、10

、20

滝
波
宏
文
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（215

） 6

、11

、11

経
済
産
業

石
橋
通
宏
君（
立
憲
） 　

同

吉
川
沙
織
君（
立
憲
） 　

同

森
本
真
治
君（
立
憲
） 　

同

国
土
交
通

古
賀
之
士
君（
立
憲
） 　

同

蓮　
　
　
　

舫
君（
立
憲
） 　

同

青
木

愛
君（
立
憲
） 　

同

環

境

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
） 　

同

滝
沢

求
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
11

） 5

、 9

、15

三
原
じ
ゅ
ん
子
君（
自
民
）
（212

） 5
、10
、20

（214

） 6
、10
、 1

国
家
基
本

政
策

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（209

） 4

、 8

、 3

（212

） 5

、10

、20

浅
田

均
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（2

12

） 5

、10

、20

（218

） 7

、 8

、 1

浅
田

均
君（
維
新
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

予

算

山
本
順
三
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

末
松
信
介
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
12

） 6

、 1

、25

櫻
井

充
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（217

） 7

、 1

、24

決

算

松

村

祥

史（
自
民
） 　

同

佐
藤
信
秋
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
17

） 7

、 1

、24

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（2
18

） 7

、 8

、 1

行
政
監
視

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（206

） 3

、11

、10

（209

） 4

、 8

、 3

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
10

） 4

、10

、 3

青
木

愛
君（
立
憲
）
（210

） 4

、10

、 3

（212

） 5

、10

、20

議
院
運
営

福
岡
資
麿
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

石
井
準
一
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
13

） 6

、 1

、26

浅
尾
慶
一
郎
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（214

） 6

、10

、 1

懲

罰

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（199

）元
、 8

、 1

（209

） 4

、 8

、 3

鈴
木
宗
男
君（
維
新
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
11

） 5

、10

、11

松
沢
成
文
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（212

） 5

、10

、20

（215

） 6

、11

、11

一



二　

常
任
委
員
長
一
覧
表

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

酒
井
庸
行
君（
自
民
）　
　

令
和

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

大
野
泰
正
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
一
九

総

務

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
七
）
三
、
一
二
、
六

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

河
野
義
博
君（
公
明
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

法

務

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

杉

久
武
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

阿
達
雅
志
君（
自
民
） 　

同

財
政
金
融

豊
田
俊
郎
君（
自
民
） 　

同

豊
田
俊
郎
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
一
二

酒
井
庸
行
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

文
教
科
学

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

高
橋
克
法
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

厚
生
労
働

山
田

宏
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

比
嘉
奈
津
美
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

柘
植
芳
文
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

農
林
水
産

長
谷
川   

岳
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

滝
波
宏
文
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

経
済
産
業

石
橋
通
宏
君（
立
憲
） 　

同

吉
川
沙
織
君（
立
憲
） 　

同

森
本
真
治
君（
立
憲
） 　

同

国
土
交
通

古
賀
之
士
君（
立
憲
） 　

同

蓮　
　
　
　

舫
君（
立
憲
） 　

同

青
木

愛
君（
立
憲
） 　

同

環

境

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
） 　

同

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

三
原
じ
ゅ
ん
子
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

国
家
基
本

政
策

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

浅
田

均
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

浅
田

均
君（
維
新
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、 

一

予

算

山
本
順
三
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

末
松
信
介
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

櫻
井

充
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

決

算

松

村

祥

史（
自
民
） 　

同

佐
藤
信
秋
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

行
政
監
視

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
六
）

三
、一
一
、一
〇

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

青
木

愛
君（
立
憲
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

議
院
運
営

福
岡
資
麿
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

石
井
準
一
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

浅
尾
慶
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

懲

罰

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（199

）元
、 8

、 1

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

鈴
木
宗
男
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
一
）
五
、
一
〇
、
一
一

松
沢
成
文
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

二　

常
任
委
員
長
一
覧
表

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

酒
井
庸
行
君（
自
民
）　
　

令
和

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

大
野
＃
正
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
一
九

総

務

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
七
）
三
、
一
二
、
六

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

平
木
大
作
君（
公
明
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

河
野
義
博
君（
公
明
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

法

務

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

杉

久
武
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

阿
達
雅
志
君（
自
民
） 　

同

財
政
金
融

豊
田
俊
郎
君（
自
民
） 　

同

豊
田
俊
郎
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
一
二

酒
井
庸
行
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

文
教
科
学

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

高
橋
克
法
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

厚
生
労
働

山
田

宏
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

比
嘉
奈
津
美
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

柘
植
芳
文
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

農
林
水
産

長
谷
川   

岳
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

滝
波
宏
文
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

経
済
産
業

石
橋
通
宏
君（
立
憲
） 　

同

吉
川
沙
織
君（
立
憲
） 　

同

森
本
真
治
君（
立
憲
） 　

同

国
土
交
通

古
賀
之
士
君（
立
憲
） 　

同

蓮　
　
　
　

舫
君（
立
憲
） 　

同

青
木

愛
君（
立
憲
） 　

同

環

境

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
） 　

同

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
一
）
五
、
九
、
一
五

三
原
じ
ゅ
ん
子
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

国
家
基
本

政
策

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

浅
田

均
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

浅
田

均
君（
維
新
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、 

一

予

算

山
本
順
三
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

末
松
信
介
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

櫻
井

充
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

決

算

松

村

祥

史（
自
民
） 　

同

佐
藤
信
秋
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

行
政
監
視

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
六
）

三
、一
一
、一
〇

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

青
木

愛
君（
立
憲
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

議
院
運
営

福
岡
資
麿
君（
自
民
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

石
井
準
一
君（
自
民
）
（
二
一
〇
）
四
、
一
〇
、
三

（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

浅
尾
慶
一
郎
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

懲

罰

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（
一
九
九
）
元
、

八
、

一

（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

鈴
木
宗
男
君（
維
新
）
（
二
〇
九
）
四
、
八
、
三

（
二
一
一
）
五
、
一
〇
、
一
一

松
沢
成
文
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

二　

常
任
委
員
長
一
覧
表

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

酒
井
庸
行
君（
自
民
）　
　

令
和

（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
11

） 5

、 9

、15

大
野
＃
正
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（212

） 6

、 1

、19

総

務

平
木
大
作
君（
公
明
）
（207

） 3

、12

、 6

（209

） 4

、 8

、 3

平
木
大
作
君（
公
明
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
10

） 4

、10

、 3

河
野
義
博
君（
公
明
）
（210

） 4

、10

、 3

（212

） 5

、10

、20

法

務

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

矢
倉
克
夫
君（
公
明
） 　

同

杉

久
武
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

馬
場
成
志
君（
自
民
） 　

同

阿
達
雅
志
君（
自
民
） 　

同

財
政
金
融

豊
田
俊
郎
君（
自
民
） 　

同

豊
田
俊
郎
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
09

） 4

、 8

、12

酒
井
庸
行
君（
自
民
）
（210

） 4

、10

、 3

（211

） 5

、 9

、15

文
教
科
学

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

高
橋
克
法
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
15

） 6

、11

、11

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（215

） 6

、11

、11

（216

） 6

、11

、28

厚
生
労
働

山
田

宏
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（212

） 5

、10

、20

比
嘉
奈
津
美
君（
自
民
）
（2

12

） 5

、10

、20

（2
17

） 7

、 1

、24

柘
植
芳
文
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、28

農
林
水
産

長
谷
川   

岳
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

山
下
雄
平
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
12

） 5

、10

、20

滝
波
宏
文
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（215

） 6

、11

、11

経
済
産
業

石
橋
通
宏
君（
立
憲
） 　

同

吉
川
沙
織
君（
立
憲
） 　

同

森
本
真
治
君（
立
憲
） 　

同

国
土
交
通

古
賀
之
士
君（
立
憲
） 　

同

蓮　
　
　
　

舫
君（
立
憲
） 　

同

青
木

愛
君（
立
憲
） 　

同

環

境

古
賀
友
一
郎
君（
自
民
） 　

同

滝
沢

求
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
11

） 5

、 9

、15

三
原
じ
ゅ
ん
子
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（214

） 6

、10

、 1

国
家
基
本

政
策

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（209

） 4

、 8

、 3

（212

） 5

、10

、20

浅
田

均
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（2

12

） 5

、10

、20

（218

） 7

、 8

、 1

浅
田

均
君（
維
新
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

予

算

山
本
順
三
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8

、 3

（210

） 4

、10

、 3

末
松
信
介
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
12

） 6

、 1

、25

櫻
井

充
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（217

） 7

、 1

、24

決

算

松

村

祥

史（
自
民
） 　

同

佐
藤
信
秋
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
17

） 7

、 1

、24

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（2
18

） 7

、 8

、 1

行
政
監
視

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（206
） 3
、11

、10

（209

） 4
、 8
、 3

吉
田
忠
智
君（
立
憲
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
10

） 4

、10

、 3

青
木

愛
君（
立
憲
）
（210

） 4

、10

、 3

（212

） 5

、10

、20

議
院
運
営

福
岡
資
麿
君（
自
民
）
（209

） 4

、 8
、 3

（210

） 4

、10

、 3
石
井
準
一
君（
自
民
）
（2

10

） 4

、10

、 3

（2
13

） 6

、 1

、26

浅
尾
慶
一
郎
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（214

） 6

、10

、 1

懲

罰

室
井
邦
彦
君（
維
新
）
（199

）元
、 8

、 1

（209

） 4

、 8

、 3

鈴
木
宗
男
君（
維
新
）
（209

） 4

、 8

、 3

（2
11

） 5

、10

、11

松
沢
成
文
君（
維
新
）

（
維
教
）

（
維
新
）
（212

） 5

、10

、20

（215

） 6

、11

、11

二

二　

常
任
委
員
長
一
覧
表



委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

礒
崎
哲
史
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
土
交
通

小
西
洋
之
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
西
洋
之
君（
立
憲
） 　

同

環

境

武
見
敬
三
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
四

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

岩
本
剛
人
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
家
基
本

政
策

予

算

鶴
保
庸
介
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
一
四

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

決

算

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

行
政
監
視

川
田
龍
平
君（
立
憲
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

福
島
み
ず
ほ
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

議
院
運
営

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、 

一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八 

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

懲

罰

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

松
田

学
君（
参
政
） 　

同

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

礒
＃
哲
史
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
土
交
通

小
西
洋
之
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
西
洋
之
君（
立
憲
） 　

同

環

境

武
見
敬
三
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
四

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

岩
本
剛
人
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
家
基
本

政
策

予

算

鶴
保
庸
介
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
一
四

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

決

算

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

行
政
監
視

川
田
龍
平
君（
立
憲
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

福
島
み
ず
ほ
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

議
院
運
営

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、 

一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八 

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

懲

罰

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

松
田

学
君（
参
政
） 　

同

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（215

） 6

、11

、11

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（2

15

） 6

、11

、11

（2
16

） 6

、11

、28

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（217

） 7

、 7

、28

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（212

） 5

、10

、20

（214

） 6

、10

、 1

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（2

14

） 6

、10

、 1

（218

） 7

、 8

、 1

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（2

14

） 6

、10

、 1

（2
17

） 7

、 7

、28

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20
（212

） 6

、 1

、25

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（2

13

） 6

、 1

、26

（2
17

） 7

、 1

、24

滝
沢

求
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、28

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（2

13

） 6

、 1

、26

（2
16

） 6

、11

、28

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（217

） 7

、 7

、28

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（216

） 6
、11
、28

（217

） 7

、 7
、28
勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（218

） 7

、 8

、 1

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（215

） 6

、11

、11

（216

） 6

、11

、28

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（2

16

） 6

、11

、28

（2
17

） 7

、 7

、28

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（215

） 6

、11

、11

（217

） 7

、 7

、28

礒
﨑
哲
史
君（
民
主
）
（218

） 7

、 8

、 1

国
土
交
通

小
西
洋
之
君（
立
憲
）
（215

） 6

、11

、11

（218

） 7

、 8

、 1

小
西
洋
之
君（
立
憲
） 　

同

環

境

武
見
敬
三
君（
自
民
）
（214

） 6

、10

、 4

（215

） 6

、11

、11

岩
本
剛
人
君（
自
民
）
（2

15

） 6

、11

、11

（2
16

） 6

、11

、28

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（216

） 6
、11
、28

（2
18

） 7
、 8
、 1

国
家
基
本

政
策

予

算

鶴
保
庸
介
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、14

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

決

算

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

行
政
監
視

川
田
龍
平
君（
立
憲
）
（212

） 5

、10

、20

（215

） 6

、11

、11

福
島
み
ず
ほ
君（
立
憲
）
（2

15

） 6

、11

、11

（218

） 7

、 8

、 1

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

議
院
運
営

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（214

） 6

、10

、 1

（217

） 7

、 7

、28 

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

懲

罰

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（215

） 6

、11

、11

（217

） 7

、 7

、28

松
田

学
君（
参
政
） 　

同

三



委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

礒
崎
哲
史
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一
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通

小
西
洋
之
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憲
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五
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六
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一
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（
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八
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一
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洋
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憲
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八
、

一

国
家
基
本

政
策
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算
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介
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）
七
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七
、
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四
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介
君（
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八
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八
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一
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算
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き
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八
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八
、

一
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監
視
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二
）
五
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、
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〇

（
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一
五
）
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、
一
一
、
一
一

福
島
み
ず
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君（
立
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）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
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一
一

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

議
院
運
営

牧
野
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お
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（
二
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、
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一

（
二
一
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七
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二
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一
八
）
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、

八
、

一
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罰

勝
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立
憲
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（
二
一
五
）
六
、
一
一
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一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

松
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同

委
員
会

委

員

長

（
国
会
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次
）

選

任

年
月
日

辞

任
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日

委

員
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（
国
会

回
次
）

選

任
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月
日

辞

任
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日
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員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
二
）
六
、
一
、
二
五

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

滝
沢

求
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（
二
一
三
）
六
、
一
、
二
六

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

礒
＃
哲
史
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
土
交
通

小
西
洋
之
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

小
西
洋
之
君（
立
憲
） 　

同

環

境

武
見
敬
三
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、
四

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

岩
本
剛
人
君（
自
民
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
六
）
六
、
一
一
、
二
八

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

国
家
基
本

政
策

予

算

鶴
保
庸
介
君（
自
民
）
（
二
一
七
）
七
、
一
、
二
四

（
二
一
七
）
七
、
七
、
一
四

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

決

算

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

行
政
監
視

川
田
龍
平
君（
立
憲
）
（
二
一
二
）
五
、
一
〇
、
二
〇

（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

福
島
み
ず
ほ
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、
一
一

（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

議
院
運
営

牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
四
）
六
、
一
〇
、 
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八 
牧
野
た
か
お
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、

八
、

一

懲

罰

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（
二
一
五
）
六
、
一
一
、一
一

（
二
一
七
）
七
、
七
、
二
八

松
田

学
君（
参
政
） 　

同

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

阿
達
雅
志
君（
自
民
）
（213

） 6

、 1

、26

（215

） 6

、11

、11

石
井
浩
郎
君（
自
民
）
（2

15

） 6

、11

、11

（2
16

） 6

、11

、28

和
田
政
宗
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（217

） 7

、 7

、28

総

務

新
妻
秀
規
君（
公
明
）
（212

） 5

、10

、20

（214

） 6

、10

、 1

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（2

14

） 6

、10

、 1

（218

） 7

、 8

、 1

小
沢
雅
仁
君（
立
憲
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

法

務

佐
々
木
さ
や
か
君（
公
明
） 　

同

若
松
謙
維
君（
公
明
）
（2

14

） 6

、10

、 1

（2
17

） 7

、 7

、28

谷
合
正
明
君（
公
明
） 　

同

外
交
防
衛

北
村
経
夫
君（
自
民
）
（212

） 5

、10

、20

（212

） 6

、 1

、25

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（2

13

） 6

、 1

、26

（2
17

） 7

、 1

、24

滝
沢

求
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、28

財
政
金
融

宮
本
周
司
君（
自
民
） 　

同

足
立
敏
之
君（
自
民
）
（2

13

） 6

、 1

、26

（2
16

） 6

、11

、28

三
宅
伸
吾
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（217

） 7

、 7

、28

文
教
科
学

堂
故

茂
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（217

） 7

、 7

、28

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
（218

） 7

、 8

、 1

厚
生
労
働

本
田
顕
子
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

農
林
水
産

宮
崎
雅
夫
君（
自
民
）
（215

） 6

、11

、11

（216

） 6

、11

、28

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（2

16

） 6

、11

、28

（2
17

） 7

、 7

、28

舞
立
昇
治
君（
自
民
）
（2

18

） 7

、 8

、 1

経
済
産
業

牧
山
ひ
ろ
え
君（
立
憲
）
（215

） 6

、11

、11

（217

） 7

、 7

、28

礒
﨑
哲
史
君（
民
主
）
（218

） 7

、 8

、 1

国
土
交
通

小
西
洋
之
君（
立
憲
）
（215

） 6

、11

、11

（218

） 7

、 8

、 1

小
西
洋
之
君（
立
憲
） 　

同

環

境

武
見
敬
三
君（
自
民
）
（214

） 6

、10

、 4

（215

） 6

、11

、11

岩
本
剛
人
君（
自
民
）
（2

15

） 6

、11

、11

（2
16

） 6

、11

、28

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（216

） 6

、11

、28

（2
18

） 7

、 8

、 1

国
家
基
本

政
策

予

算

鶴
保
庸
介
君（
自
民
）
（217

） 7

、 1

、24

（217

） 7

、 7

、14

中
西
祐
介
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

決

算

片
山
さ
つ
き
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

行
政
監
視

川
田
龍
平
君（
立
憲
）
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） 5
、10

、20

（215

） 6
、11
、11

福
島
み
ず
ほ
君（
立
憲
）
（2

15

） 6

、11

、11

（218

） 7

、 8

、 1

芳
賀
道
也
君（
民
主
）
（2
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、 8

、 1

議
院
運
営

牧
野
た
か
お
君（
自
民
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牧
野
た
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お
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懲

罰

勝
部
賢
志
君（
立
憲
）
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） 6
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、28

松
田

学
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政
） 　

同
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二　

常
任
委
員
長
一
覧
表
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小
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八
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運
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野
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紀
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八
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務

外
交
防
衛

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

財
政
金
融

宮
沢
洋
一
君（
自
民
） 　

同

文
教
科
学

厚
生
労
働

農
林
水
産

経
済
産
業

国
土
交
通

環

境

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

国
家
基
本

政
策

予

算

決

算

行
政
監
視

議
院
運
営

懲

罰

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

総

務

法

務

外
交
防
衛

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（218

） 7

、 8

、 1

財
政
金
融

宮
沢
洋
一
君（
自
民
） 　

同

文
教
科
学

厚
生
労
働

農
林
水
産

経
済
産
業

国
土
交
通

環

境

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

国
家
基
本

政
策

予

算

決

算

行
政
監
視

議
院
運
営

懲

罰

五



委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

総

務

法

務

外
交
防
衛

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

財
政
金
融

宮
沢
洋
一
君（
自
民
） 　

同

文
教
科
学

厚
生
労
働

農
林
水
産

経
済
産
業

国
土
交
通

環

境

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

国
家
基
本

政
策

予

算

決

算

行
政
監
視

議
院
運
営

懲

罰

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

総

務

法

務

外
交
防
衛

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

財
政
金
融

宮
沢
洋
一
君（
自
民
） 　

同

文
教
科
学

厚
生
労
働

農
林
水
産

経
済
産
業

国
土
交
通

環

境

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（
二
一
八
）
七
、
八
、
一

国
家
基
本

政
策

予

算

決

算

行
政
監
視

議
院
運
営

懲

罰

委
員
会

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

委

員

長

（
国
会

回
次
）

選

任

年
月
日

辞

任

年
月
日

内

閣

小
野
田
紀
美
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

総

務

法

務

外
交
防
衛

宮
崎

勝
君（
公
明
）
（218

） 7

、 8

、 1

財
政
金
融

宮
沢
洋
一
君（
自
民
） 　

同

文
教
科
学

厚
生
労
働

農
林
水
産

経
済
産
業

国
土
交
通

環

境

青
山
繁
晴
君（
自
民
）
（218

） 7

、 8

、 1

国
家
基
本

政
策

予

算

決

算

行
政
監
視

議
院
運
営

懲

罰

六

二　

常
任
委
員
長
一
覧
表



三　

特
別
委
員
会
一
覧
表

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 九 回
令
和自

四
、
八
、
三

至
四
、
八
、
五

災
害
対
策
特
別
委
員
会
令
和四

、
八
、
三

四
、
一
〇
、
二

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

佐
々
木
さ
や
か
君

（
公
明
）

（ 

四
、
八
、
三
）

人

二
〇

(

四)

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

青
木
一
彦
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

　

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
徳
永
エ
リ
君

（
立
憲
）

（ 

四
、
八
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

第 二 百 十 回
自 

四
、
一
〇
、
三

至 

四
、一
二
、一
〇

災
害
対
策
特
別
委
員
会

四
、
一
〇
、 

三

五
、 

一
、
二
二

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

二
〇

(

四)

請
願 

　

一
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

法
律
案　

三
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

法
律
案　

二
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　九　百　二　第
令
和自4

、 8

、 3

至4

、 8

、 5

災
害
対
策
特
別
委
員
会
令
和4

、 8

、 3
4

、10

、 2

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

佐
々
木
さ
や
か
君

（
公
明
）

（ 4

、 8

、 3

）

人

二
〇

(

四)

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

青
木
一
彦
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

　

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
徳
永
エ
リ
君

（
立
憲
）

（ 4

、 8

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

回　十　百　二　第
自

 4

、10

、 3

至

 4

、12

、10

災
害
対
策
特
別
委
員
会

4

、10

、 3
5

、 1

、22

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 4

、10

、 3

）

二
〇

(

四)

請
願 

　

一
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

同

法
律
案　

三
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 4

、10

、 3

）

同

法
律
案　

二
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 4

、10

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

七



三　

特
別
委
員
会
一
覧
表

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事

数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 九 回
令
和自

四
、
八
、
三

至
四
、
八
、
五

災
害
対
策
特
別
委
員
会
令
和四

、
八
、
三

四
、
一
〇
、
二

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

佐
々
木
さ
や
か
君

（
公
明
）

（ 

四
、
八
、
三
）

人

二
〇

(

四)

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

青
木
一
彦
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

四
、
八
、
三
）

同

︱
　

同

　

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
徳
永
エ
リ
君

（
立
憲
）

（ 

四
、
八
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

第 二 百 十 回
自 

四
、
一
〇
、
三

至 

四
、一
二
、一
〇

災
害
対
策
特
別
委
員
会

四
、
一
〇
、 

三

五
、 

一
、
二
二

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

二
〇

(

四)

請
願 

　

一
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

法
律
案　

三
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

同

法
律
案　

二
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 

四
、
一
〇
、
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事

数

）

併
託
案
件

備

考

回　九　百　二　第
令
和自4

、 8

、 3

至4

、 8

、 5

災
害
対
策
特
別
委
員
会
令
和4

、 8

、 3
4

、10

、 2

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

佐
々
木
さ
や
か
君

（
公
明
）

（ 4

、 8

、 3

）

人

二
〇

(

四)

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

青
木
一
彦
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 4

、 8

、 3

）

同

︱
　

同

　

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
徳
永
エ
リ
君

（
立
憲
）

（ 4

、 8

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

回　十　百　二　第
自

 4

、10

、 3

至

 4

、12

、10

災
害
対
策
特
別
委
員
会

4

、10

、 3
5

、 1

、22

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 4

、10

、 3

）

二
〇

(

四)

請
願 

　

一
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

同

法
律
案　

三
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 4

、10

、 3

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 4

、10

、 3

）

同

法
律
案　

二
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 4

、10

、 3

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

八

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 一 回
自

 

五
、
一
、
二
三

至

 

五
、
六
、
二
一

災
害
対
策
特
別
委
員
会

五
、
一
、
二
三

五
、
一
〇
、一
九

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

二
〇

(

四)

法
律
案　

二
件

請
願　

三
六
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

請
願　

四
五
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

法
律
案　

五
件

請
願　 

一
〇
一

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

法
律
案　

一
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

三
五

(

七
）

法
律
案　

一
件

請
願　
　

一
件
　

同

第 二 百 十 二 回
自

 

五
、
一
〇
、
二
〇

至

 

五
、
一
二
、
一
三

災
害
対
策
特
別
委
員
会

五
、
一
〇
、二
〇

六
、
一
、
二
五

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

二
〇

(

四)

請
願　
　

二
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

西
田
昌
司
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

請
願　
　

二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川　

岳
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

法
律
案　

一
件

請
願　 

一
三
一

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　一　十　百　二　第
自

 5

、 1

、23

至

 5

、 6

、21

災
害
対
策
特
別
委
員
会

5

、 1

、23
5

、10

、19

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 5

、 1

、23

）

二
〇

(

四)

法
律
案　

二
件

請
願　

三
六
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

同

請
願　

四
五
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

 101

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 5

、 1

、23

）

同

法
律
案　

一
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 5

、 1

、23

）

三
五

(

七
）

法
律
案　

一
件

請
願　
　

一
件
　

同

回　二　十　百　二　第
自

 5

、10

、20

至

 5

、12

、13

災
害
対
策
特
別
委
員
会

5

、10

、20
6

、 1

、25

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 5

、10

、20

）

二
〇

(

四)

請
願　
　

二
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

西
田
昌
司
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

同

請
願　
　

二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川　

岳
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

 131

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 5

、10

、20

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 5

、10

、20

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

九



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 一 回
自

 

五
、
一
、
二
三

至

 

五
、
六
、
二
一

災
害
対
策
特
別
委
員
会

五
、
一
、
二
三

五
、
一
〇
、一
九

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

二
〇

(

四)

法
律
案　

二
件

請
願　

三
六
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

請
願　

四
五
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

法
律
案　

五
件

請
願　 

一
〇
一

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

同

法
律
案　

一
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 

五
、
一
、
二
三
）

三
五

(

七
）

法
律
案　

一
件

請
願　
　

一
件
　

同

第 二 百 十 二 回
自

 

五
、
一
〇
、
二
〇

至

 

五
、
一
二
、
一
三

災
害
対
策
特
別
委
員
会

五
、
一
〇
、二
〇

六
、
一
、
二
五

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

二
〇

(

四)

請
願　
　

二
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

西
田
昌
司
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

請
願　
　

二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川　

岳
君

（
自
民
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

法
律
案　

一
件

請
願　 

一
三
一

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 

五
、
一
〇
、
二
〇
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　一　十　百　二　第
自

 5

、 1

、23

至

 5

、 6

、21

災
害
対
策
特
別
委
員
会

5

、 1

、23
5

、10

、19

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

三
浦
信
祐
君

（
公
明
）

（ 5

、 1

、23

）

二
〇

(

四)

法
律
案　

二
件

請
願　

三
六
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

同

請
願　

四
五
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

鶴
保
庸
介
君

（
自
民
）

（ 5

、 1

、23

）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

 101

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

松
沢
成
文
君

（
維
新
）

（ 5

、 1

、23

）

同

法
律
案　

一
件
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
古
賀
之
士
君

（
立
憲
）

（ 5

、 1

、23

）

三
五

(

七
）

法
律
案　

一
件

請
願　
　

一
件
　

同

回　二　十　百　二　第
自

 5

、10

、20

至

 5

、12

、13

災
害
対
策
特
別
委
員
会

5

、10

、20
6

、 1

、25

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 5

、10

、20

）

二
〇

(

四)

請
願　
　

二
件
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

西
田
昌
司
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

同

請
願　
　

二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

山
谷
え
り
子
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

二
〇

(

四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川　

岳
君

（
自
民
）

（ 5

、10

、20

）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

 131

件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 5

、10

、20

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 5

、10

、20

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
〇

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 三 回
自

 

六
、
一
、
二
六

至

 

六
、
六
、
二
三

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
、
二
六

 

六
、
九
、
三
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

二
〇
（
四
）

請
願　

三
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

三
五

（
七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 

六
、
一
、
二
六

（ 

六
、
四
、
一
二

名
称
及
び

目
的
変
更
）

 
六
、
九
、
三
〇

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

   政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

同

法
律
案　

四
件

請
願　

九
一
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

 

六
、
一
、
二
六
 

六
、
九
、
三
〇

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川 　

岳
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

（
辞
任

 

六
、 

五
、
三
一

）

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
五
、
三
一
）

同

法
律
案　

三
件

請
願

一
八
〇
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

三
五

（
七
）

︱
　

同

第 二 百 十 四 回
自

 

六
、一
〇
、

一

至

 

六
、一
〇
、

九

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
〇
、
一

 

六
、
一
一
、
一
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

二
〇

（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

三
五

（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

請
願　
　

一
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　三　十　百　二　第
自

 6

、 1

、26

至

 6

、 6

、23

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、 1

、26
 6

、 9

、30

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 6

、 1

、26

）

二
〇
（
四
）

請
願　

三
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

三
五

（
七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 6

、 1

、26

（ 6

、 4

、12

名
称
及
び

目
的
変
更
）

 6
、 9

、30

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

   政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

同

法
律
案　

四
件

請
願　

九
一
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

 6
、 1
、26
 6

、 9
、30
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川 　

岳
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

（
辞
任

 6

、 5

、31

）

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、 5

、31

）

同

法
律
案　

三
件

請
願 　

180件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 6

、 1

、26

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 6

、 1

、26

）

三
五

（
七
）

︱
　

同

回　四　十　百　二　第
自

 6

、10

、 1

至

 6

、10

、 9

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、10

、 1
 6

、11

、10

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、10

、 1

）

二
〇

（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

三
五

（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

同

請
願　
　

一
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 6

、10

、 1

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 6

、10

、 1

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
一



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 三 回
自

 

六
、
一
、
二
六

至

 

六
、
六
、
二
三

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
、
二
六

 

六
、
九
、
三
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

二
〇
（
四
）

請
願　

三
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 

六
、
一
、
二
六

（ 

六
、
四
、
一
二

名
称
及
び

目
的
変
更
）

 

六
、
九
、
三
〇

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

   政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

同

法
律
案　

四
件

請
願　

九
一
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

 

六
、
一
、
二
六

 

六
、
九
、
三
〇

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川 　

岳
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

（
辞
任

 

六
、 

五
、
三
一

）

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
五
、
三
一
）

同

法
律
案　

三
件

請
願

一
八
〇
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
、
二
六
）

三
五

（
七
）

︱
　

同

第 二 百 十 四 回
自

 

六
、一
〇
、

一

至

 

六
、一
〇
、

九

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
〇
、
一

 

六
、
一
一
、
一
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

請
願　
　

一
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 

六
、
一
〇
、
一
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 
六
、
一
〇
、
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　三　十　百　二　第
自

 6

、 1

、26

至

 6

、 6

、23

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、 1

、26
 6

、 9

、30

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

竹
内
真
二
君

（
公
明
）

（ 6

、 1

、26

）

二
〇
（
四
）

請
願　

三
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特

別
委
員
会

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 6

、 1

、26

（ 6

、 4

、12

名
称
及
び

目
的
変
更
）

 6

、 9

、30

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選

挙
制
度
に
関
す
る
調
査

   政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

同

法
律
案　

四
件

請
願　

九
一
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

 6

、 1

、26
 6

、 9

、30

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

長
谷
川 　

岳
君

（
自
民
）

（ 6

、 1

、26

）

（
辞
任

 6

、 5

、31

）

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、 5

、31

）

同

法
律
案　

三
件

請
願 　

180件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 6

、 1

、26

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 6

、 1

、26

）

三
五

（
七
）

︱
　

同

回　四　十　百　二　第
自

 6

、10

、 1

至

 6

、10

、 9

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、10

、 1
 6

、11

、10

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、10

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、10

、 1

）

同

請
願　
　

一
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
教
）

（ 6

、10

、 1

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
野
田
国
義
君

（
立
憲
）

（ 6

、10

、 1

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
二

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 五 回
自

 

六
、
一
一
、
一
一

至

 

六
、
一
一
、
一
四

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
一
、
一
一

 

六
、
一
一
、
二
七

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

二
〇
（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

第 二 百 十 六 回
自

 

六
、
一
一
、
二
八

至

 

六
、
一
二
、
二
四

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
一
、二
八

 

七
、
一
、
二
三

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

一
二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

二
五
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　五　十　百　二　第
自

 6

、11

、11

至

 6

、11

、14

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、11

、11
 6

、11

、27

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、11

、11

）

二
〇
（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 6

、11

、11

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

回　六　十　百　二　第
自

 6

、11

、28

至

 6

、12

、24

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、11

、28
 7

、 1

、23

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、11

、28

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

一
二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

二
五
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 6

、11

、28

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 6

、11

、28

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
三



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 五 回
自

 

六
、
一
一
、
一
一

至

 

六
、
一
一
、
一
四

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
一
、
一
一

 

六
、
一
一
、
二
七

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

二
〇

（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

三
五

（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

二
〇

（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
一
、
一
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

第 二 百 十 六 回
自

 

六
、
一
一
、
二
八

至

 

六
、
一
二
、
二
四

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

六
、
一
一
、二
八

 

七
、
一
、
二
三

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

一
二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

二
五
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

六
、
一
一
、
二
八
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　五　十　百　二　第
自

 6

、11

、11

至

 6

、11

、14

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、11

、11
 6

、11

、27

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、11

、11

）

二
〇
（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

藤
川
政
人
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

二
〇

（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 6

、11

、11

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 6

、11

、11

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

回　六　十　百　二　第
自

 6

、11

、28

至

 6

、12

、24

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 6

、11

、28
 7

、 1

、23

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 6

、11

、28

）

二
〇

（
四
）

︱
　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

同

法
律
案　

五
件

請
願　

一
二
件
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 6

、11

、28

）

同

法
律
案　

一
件

請
願　

二
五
件
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 6

、11

、28

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 6

、11

、28

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
四

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 七 回
自

 

七
、 

一
、
二
四

至

 

七
、 

六
、
二
二

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

七
、
一
、
二
四

 

七
、
七
、
三
一

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

二
〇
（
四
）

法
律
案　

三
件

請
願　

一
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

三
五
（
七
）

請
願　
　

一
件
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 

七
、
一
、
二
四

 

七
、
六
、
二
二

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

三
件

請
願　

四
二
件

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 
同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

二
〇
（
四
）

請
願　
　

一
件

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

二
件

請
願　

七
四
件

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

一
件

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

三
五

(

七
）

︱

第 二 百 十 八 回
自

 

七
、 

八
、 

一

至

 

七
、 

八
、 

五

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

七
、
八
、
一

七
、
一
〇
、
二
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

平
木
大
作
君

（
公
明
）

（ 

七
、
八
、
一
）

二
〇

（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

牧
山
ひ
ろ
え
君

（
立
憲
）

（ 

七
、
八
、
一
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

 

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

七
、
八
、
一
）

（
辞
任

 

七
、
八
、
二
九
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
榛
葉
賀
津
也
君

（
民
主
）

（ 

七
、
八
、
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　七　十　百　二　第
自

 7

、 1

、24

至

 7

、 6

、22

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 7

、 1

、24
 7

、 7

、31

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 7

、 1

、24

）

二
〇
（
四
）

法
律
案　

三
件

請
願　

一
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

三
五
（
七
）

請
願　
　

一
件
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 7

、 1

、24
 7

、 6

、22

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

三
件

請
願　

四
二
件

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 
同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

二
〇
（
四
）

請
願　
　

一
件

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

二
件

請
願　

七
四
件

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

一
件

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 7

、 1

、24

）

三
五

(

七
）

︱

回　八　十　百　二　第
自

 7

、 8

、 1

至

 7

、 8

、 5

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 7

、 8

、 1
7

、10

、20

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

平
木
大
作
君

（
公
明
）

（ 7

、 8

、 1

）

二
〇

（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

牧
山
ひ
ろ
え
君

（
立
憲
）

（ 7

、 8

、 1

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

 

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 7

、 8

、 1

）

（
辞
任

 7

、 8

、29

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
榛
葉
賀
津
也
君

（
民
主
）

（ 7

、 8

、 1

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
五



次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

第 二 百 十 七 回
自

 

七
、 

一
、
二
四

至

 

七
、 

六
、
二
二

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

七
、
一
、
二
四

 

七
、
七
、
三
一

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

二
〇
（
四
）

法
律
案　

三
件

請
願　

一
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

三
五
（
七
）

請
願　
　

一
件
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 

七
、
一
、
二
四

 

七
、
六
、
二
二

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

三
件

請
願　

四
二
件

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

二
〇
（
四
）

請
願　
　

一
件

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

二
件

請
願　

七
四
件

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

同

法
律
案　

一
件

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 

七
、
一
、
二
四
）

三
五

(

七
）

︱

第 二 百 十 八 回
自

 

七
、 

八
、 

一

至

 

七
、 

八
、 

五

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 

七
、
八
、
一

七
、
一
〇
、
二
〇

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

平
木
大
作
君

（
公
明
）

（ 

七
、
八
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

牧
山
ひ
ろ
え
君

（
立
憲
）

（ 

七
、
八
、
一
）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

 

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　
 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 
同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 

七
、
八
、
一
）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 

七
、
八
、
一
）

（
辞
任

 

七
、
八
、
二
九
）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
榛
葉
賀
津
也
君

（
民
主
）

（ 

七
、
八
、
一
）

三
五

(

七
）

︱
　

同

次回会国

会

期

特
別
委
員
会

設
置
議
決

年
月
日

消

滅

年
月
日

設

置

の

目

的

委

員

長

（
選
任
年
月
日
）

委
員
数

（
理
事
数

）

併
託
案
件

備

考

回　七　十　百　二　第
自

 7

、 1

、24

至

 7

、 6

、22

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 7

、 1

、24
 7

、 7

、31

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

塩
田
博
昭
君

（
公
明
）

（ 7

、 1

、24

）

二
〇
（
四
）

法
律
案　

三
件

請
願　

一
四
件
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

石
井
浩
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

三
五
（
七
）

請
願　
　

一
件
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

 7

、 1

、24
 7

、 6

、22

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

豊
田
俊
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

三
件

請
願　

四
二
件

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　

 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

二
〇
（
四
）

請
願　
　

一
件

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

二
件

請
願　

七
四
件

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 7

、 1

、24

）

同

法
律
案　

一
件

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
小
沢
雅
仁
君

（
立
憲
）

（ 7

、 1

、24

）

三
五

(

七
）

︱

回　八　十　百　二　第
自

 7

、 8

、 1

至

 7

、 8

、 5

災
害
対
策
特
別
委
員
会

 7

、 8

、 1
7

、10

、20

災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る

調
査

平
木
大
作
君

（
公
明
）

（ 7

、 8

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
継
続
調
査
を
行

う
。

政
府
開
発
援
助
等
及
び

沖
縄
・
北
方
問
題
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 

同

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖

縄
・
北
方
問
題
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

牧
山
ひ
ろ
え
君

（
立
憲
）

（ 7

、 8

、 1

）

三
五
（
七
）

︱
　

同

政
治
改
革
に
関
す
る
特

別
委
員
会

　

 

同

政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

古
川
俊
治
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

同

︱
　

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会

　
 

同

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題

等
に
関
し
て
の
対
策
樹
立

に
関
す
る
調
査

松
下
新
平
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

二
〇
（
四
）

︱
　

同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

　

 
同

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成
等
に
関
し
て

の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

山
田
太
郎
君

（
自
民
）

（ 7

、 8

、 1

）

同

︱
　

同

消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

　

 

同

消
費
者
問
題
に
関
し
て
の

総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関

す
る
調
査

石

井

章
君

（
維
新
）

（ 7

、 8

、 1

）

（
辞
任

 7

、 8

、29

）

同

︱
　

同

東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
委
員
会

　

 

同

東
日
本
大
震
災
復
興
の
総

合
的
対
策
に
関
す
る
調
査
榛
葉
賀
津
也
君

（
民
主
）

（ 7

、 8

、 1

）

三
五

(

七
）

︱
　

同

一
六

三　

特
別
委
員
会
一
覧
表



四　

調
査
会
一
覧
表

次回会国

調

査

会

存

続

期

間

設

置

の

目

的

調

査

会

長

　
（
国
会
回
次
） 

（
選
任
年
月
日
）　

委
員
数

（
理
事
数

）
備

考

第二百十七回～第二百十回

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

　
　

令
和

自　
　

四
、
一
〇
、

三

至　
　

七
、

七
、
二
八

外
交
・
安
全
保
障
に
関
し
、

長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調

査
を
行
う
た
め

猪

口

邦

子
君

（
自
民
）

（
二
一
〇
）
（

四
、
一
〇
、
三
）

二
五

（
八
）

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

同

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地

方
に
関
し
、
長
期
的
か
つ

総
合
的
な
調
査
を
行
う
た

め

福

山

哲

郎
君

（
立
憲
）

（
二
一
〇
）
（

四
、
一
〇
、
三
）

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

同

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

資
源
、
持
続
可
能
社
会
に

関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合

的
な
調
査
を
行
う
た
め

宮

沢

洋

一
君

（
自
民
）

（
二
一
〇
）
（

四
、
一
〇
、
三
）

同

四　

調
査
会
一
覧
表

次回会国

調

査

会

存

続

期

間

設

置

の

目

的

調

査

会

長

　
（
国
会
回
次
） 

（
選
任
年
月
日
）　

委
員
数

（
理
事
数

）
備

考

回七十百二第～回十百二第

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

　
　

令
和

自　
　

四
、
一
〇
、　 

三

至　
　

七
、　

七
、
二
八

外
交
・
安
全
保
障
に
関
し
、

長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調

査
を
行
う
た
め

猪

口

邦

子
君

（
自
民
）

（
二
一
〇
） 

（　

四
、　

一
〇
、　

三
）

二
五

（
八
）

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

同

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地

方
に
関
し
、
長
期
的
か
つ

総
合
的
な
調
査
を
行
う
た

め

福

山

哲

郎
君

（
立
憲
）

（
二
一
〇
） 

（　

四
、　

一
〇
、　

三
）

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

同

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

資
源
、
持
続
可
能
社
会
に

関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合

的
な
調
査
を
行
う
た
め

宮

沢

洋

一
君

（
自
民
）

（
二
一
〇
） 

（　

四
、　

一
〇
、　

三
）

同

一
七



六　

委
員
会
・
調
査
会
提
出
法
律
案
一
覧
表

㈠　

委
員
会
提
出
の
法
律
案

国
会
回
次

提

出

委

員

会

提

出

年
月
日

法

律

案

法
律
施
行
に

要
す
る
経
費

法
第
五
七
条
の
三

に
よ
り
内
閣
の
意

見
を
述
べ
た
者

参
議
院
議
決

（
年 

月 

日
）

衆
議
院
議
決

（
年 

月 

日
）

第二百十七回

内

閣

委

員

会
令
和

 

七
、
六
、
一
二

手
話
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案(

参
第
九
号)

︱

︱

可

決

（ 

七
、
六
、
一
三
）

可

決

（ 

七
、
六
、
一
八
）

厚
生
労
働

委

員

会

 

七
、
四
、
一
五

自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案(

参
第
五
号)

︱

︱

可

決

（ 

七
、
四
、
一
六
）

可

決

（ 

七
、
六
、
五
）

六　

委
員
会
・
調
査
会
提
出
法
律
案
一
覧
表

㈠　

委
員
会
提
出
の
法
律
案

国
会
回
次

提

出

委

員

会

提

出

年
月
日

法

律

案

法
律
施
行
に

要
す
る
経
費

法
第
五
七
条
の
三

に
よ
り
内
閣
の
意

見
を
述
べ
た
者

参
議
院
議
決

（
年 

月 

日
）

衆
議
院
議
決

（
年 

月 

日
）

回七十百二第

内

閣

委

員

会
令
和

 7

、 6

、12
手
話
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案(

参
第
九
号)

︱

︱

可　
　
　

決

（ 7

、 6

、13

）

可　
　
　

決

（ 7

、 6

、18

）

厚
生
労
働

委

員

会

 7

、 4

、15

自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案(

参
第
五
号)

︱

︱

可　
　
　

決

（ 7

、 4

、16

）

可　
　
　

決

（ 7

、 6

、 5

）

一
八

四
　
調
査
会
一
覧
表

六
　
委
員
会
・
調
査
会
提
出
法
律
案
一
覧
表



一
〇　

懲
罰
事
犯
の
件
審
査
経
過
一
覧
表

国
会
回
次

件

名

委

員

会

本
会
議
議
決

（
年

月

日
）

備

考

付
託
年
月
日

討

論

議

決

（
年

月

日
）

第
二
百
十
一
回

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の

件

令
和五
、
二
、
八

（
議
長
付
託
）

陳

謝

陳

謝

（ 

五
、 

二
、
二
一
）
陳

謝

（ 

五
、
二
、
二
二
）

五
、二
、二
二
ガ
ー
シ
ー

君
は
本
会
議
に
欠
席
し

た
。
三
、
八
同
君
は
議
長
か

ら
陳
謝
の
意
を
表
す
る

た
め
出
席
を
命
じ
ら
れ

た
本
会
議
に
欠
席
し

た
。

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の

件

五
、
三
、
八

（
議
長
付
託
）

除

名

除

名

（ 

五
、 

三
、
一
四
）

除

名

（ 

五
、
三
、
一
五
）

一
〇　

懲
罰
事
犯
の
件
審
査
経
過
一
覧
表

国
会
回
次

件

名

委

員

会

本
会
議
議
決

（
年

月

日
）

備

考

付
託
年
月
日

討

論

議

決

（
年

月

日
）

第
二
百
十
一
回

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の

件

令
和5

、 2

、 8

（
議
長
付
託
）

陳

謝

陳

謝

（ 5

、 2

、21

）
陳

謝

（ 5

、 2

、22

）
五
、二
、二
二
ガ
ー
シ
ー

君
は
本
会
議
に
欠
席
し

た
。
三
、
八
同
君
は
議
長
か

ら
陳
謝
の
意
を
表
す
る

た
め
出
席
を
命
じ
ら
れ

た
本
会
議
に
欠
席
し

た
。

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の

件

5

、 3

、 8
（
議
長
付
託
）

除

名

除

名

（ 5

、 3

、14

）
除

名

（ 5

、 3

、15

）
一
九



一
六　

委
員
長
が
秩
序
保
持
の
た
め
傍
聴
人
を
制
限
し
又
は
傍
聴
人

の
退
場
を
命
じ
た
事
例
一
覧
表

○○　

傍
聴
人
を
制
限
し
た
事
例

国
会
回
次

委

員

会

案

件

年

月

日

制

限

し

た

範

囲

備

考

第
二
百
十
一
回

懲
罰
委
員
会
議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の
件

令
和

五
、
二
、
一
〇

議
員
及
び
記
者
記
章
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
以
外
の
傍
聴
禁

止

五
、二
、九 

理
事
懇
談
会
に

お
い
て
決
定

五
、
二
、
二
一

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の
件

五
、
三
、
一
四
　

同

五
、三
、八 

理
事
懇
談
会
に

お
い
て
決
定

一
六　

委
員
長
が
秩
序
保
持
の
た
め
傍
聴
人
を
制
限
し
又
は
傍
聴
人

の
退
場
を
命
じ
た
事
例
一
覧
表

○○　

傍
聴
人
を
制
限
し
た
事
例

国
会
回
次

委

員

会

案

件

年

月

日

制

限

し

た

範

囲

備

考

第
二
百
十
一
回

懲
罰
委
員
会
議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の
件

令
和5

、 2

、10

議
員
及
び
記
者
記
章
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
以
外
の
傍
聴
禁

止

5

、2

、9 

理
事
懇
談
会
に

お
い
て
決
定

5

、 2

、21

議
員
ガ
ー
シ
ー
君
懲
罰
事
犯
の
件

5

、 3

、14

　

同

5

、3

、8 

理
事
懇
談
会
に

お
い
て
決
定

二
〇

一
〇
　
懲
罰
事
犯
の
件
審
査
経
過
一
覧
表

一
六
　
委
員
長
が
秩
序
保
持
の
た
め
傍
聴
人
を
制
限
し
又
は
傍
聴
人
の
退
場
を
命
じ
た
事
例
一
覧
表



一
八　

公
聴
会
一
覧
表

㈠　

委
員
会
の
公
聴
会

国
会

回
次
委
員
会
開
会
承
認 

要
求
年
月
日
承

認

年
月
日

議

案

問

題

開

会

年
月
日
公
述

人
数

備

考

第二百十一回

予
算
委

員
会

令
和

 

五
、

三
、

三

　

令
和五、
三
、
三

　

令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
五
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
五
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
五
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

令
和五、
三
、
九

　

人

 

六

第二百十三回

同

六
、
三
、
六

　

六
、
三
、
六

　

令
和
六
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
六
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
六
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
六
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

六
、

三
、
一
二

同

第二百十七回

同

七
、
三
、
七

　

七
、
三
、
七

　

令
和
七
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
七
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
七
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
七
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

七
、

三
、
一
三

同

一
八　

公
聴
会
一
覧
表

㈠　

委
員
会
の
公
聴
会

回国
次会
委
員
会
開
会
承
認 

要
求
年
月
日
承

認

年
月
日

議

案

問

題

開

会

年
月
日
公
述

人
数

備

考

回一十百二第

予
算
委

員
会

令
和 5

、 3

、 3

　

令
和

5

、 3

、 3
　

令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
五
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
五
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
五
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

令
和

5

、 3

、 9

　

人

 6

回三十百二第

同

 6

、 3

、 6
6

、 3

、 6

令
和
六
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
六
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
六
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
六
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

6

、 3

、12

同

回七十百二第

同

 7

、 3

、 7
7

、 3

、 7

令
和
七
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
七
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
七
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

令
和
七
年
度
総
予
算
に
つ
い

て

7

、 3

、13

同 二
一



二
一　

調
査
報
告
書
提
出
一
覧
表

㈠　

委
員
会
提
出
の
調
査
報
告
書

国
会
回
次

委

員

会

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出
年
月
日

本
会
議
口
頭

報
告
年
月
日

第
二
百
十
一
回

行
政
監
視
委
員
会

行
政
監
視
、
行
政
評
価
及
び
行
政
に
対
す
る
苦
情
に
関
す

る
調
査

(

行
政
監
視
の
実
施
の
状
況
等)

令
和

五
、
六
、
五
令
和

五
、
六
、
七

第
二
百
十
三
回
　

同

　

同

六
、
六
、
三

六
、
六
、
五

第
二
百
十
七
回
　

同

　

同

七
、
六
、
四

七
、
六
、一
三

二
一　

調
査
報
告
書
提
出
一
覧
表

㈠　

委
員
会
提
出
の
調
査
報
告
書

国
会
回
次

委

員

会

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出
年
月
日

本
会
議
口
頭

報
告
年
月
日

第
二
百
十
一
回

行
政
監
視
委
員
会

行
政
監
視
、
行
政
評
価
及
び
行
政
に
対
す
る
苦
情
に
関
す

る
調
査

(

行
政
監
視
の
実
施
の
状
況
等)

令
和

五
、　

六
、　

五
令
和　

　

五
、　

六
、　

七

第
二
百
十
三
回
　

同

　

同

六
、　

六
、　

三

　
　

六
、　

六
、　

五

第
二
百
十
七
回
　

同

　

同

七
、　

六
、　

四

　
　

七
、　

六
、一
三

二
二

一
八
　
公
聴
会
一
覧
表

二
一
　
調
査
報
告
書
提
出
一
覧
表



㈡　

調
査
会
提
出
の
調
査
報
告
書

国
会
回
次

調

査

会

件

名

提
出
年
月
日

本
会
議
口
頭

報
告
年
月
日

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

令
和

五
、
六
、
七
令
和

五
、
六
、
九

第
二
百
十1

回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

六
、
六
、
五

六
、
六
、
七

第
二
百
十
三
回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

七
、
六
、
四

七
、
六
、一
三

第
二
百
十
七
回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

㈡　

調
査
会
提
出
の
調
査
報
告
書

国
会
回
次

調

査

会

件

名

提
出
年
月
日

本
会
議
口
頭

報
告
年
月
日

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

令
和

五
、　

六
、　

七
令
和

五
、　

六
、　

九

第
二
百
十1

回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

六
、　

六
、　

五

　
　

六
、　

六
、　

七

第
二
百
十
三
回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

外
交
・
安
全
保
障
に
関

す
る
調
査
会

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

七
、　

六
、　

四

　
　

七
、　

六
、一
三

第
二
百
十
七
回

国
民
生
活
・
経
済
及
び

地
方
に
関
す
る
調
査
会

国
民
生
活
・
経
済
及
び
地
方
に
関
す
る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持

続
可
能
社
会
に
関
す
る

調
査
会

原
子
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
、
持
続
可
能
社
会
に
関
す

る
調
査

 　
　

 

同

 　
　

 

同

二
三



二
二　

合
同
審
査
会
一
覧
表

国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会

国
会
回
次

開
会
決
定

年
月
日

案

件

開

会

年
月
日

会

長

討

議

者

内
閣
総
理
大
臣

野

党

党

首

第二百十三回

衆
議
院

令
和

 

六
、
六
、
一
三

参
議
院

 

六
、
二
、
二

国
家
の
基
本
政
策
に
関
す
る
調
査

令
和六

、
六
、一
九

衆
議
院
委
員
長

根

本

匠
君

岸

田

文

雄
君

泉

健

太
君

馬
場
伸
幸
君

田
村
智
子
君

玉
木
雄
一
郎
君

（
立
憲
）

（
維
新
）

（
共
産
）

（
民
主
）

第二百十四回

衆
議
院

 

六
、
一
〇
、
七

参
議
院

 

六
、
一
〇
、
七

　

同

六
、
一
〇
、
九

参
議
院
委
員
長

浅

田

均
君

石

破

茂
君

野
田
佳
彦
君

馬
場
伸
幸
君

田
村
智
子
君

玉
木
雄
一
郎
君

（
立
憲
）

（
維
新
）

（
共
産
）

（
民
主
）

第二百十七回

衆
議
院

 

七
、
四
、
一
〇

参
議
院

 

七
、
一
、
二
九

　

同

七
、
四
、
二
三

衆
議
院
委
員
長

泉

健

太
君

　

同

野
田
佳
彦
君

前
原
誠
司
君

玉
木
雄
一
郎
君
（
立
憲
）

（
維
新
）

（
民
主
）

七
、
五
、二
一

参
議
院
委
員
長

浅

田

均
君

　

同

七
、
六
、
一
一

衆
議
院
委
員
長

泉

健

太
君

　

同

　
（
注
）　

野
党
党
首
の
政
党
名
は
次
の
略
語
を
用
い
た
。

　
　
　
　
　

立
憲
…
立
憲
民
主
党
、
維
新
…
日
本
維
新
の
会
、
共
産
…
日
本
共
産
党
、
民
主
…
国
民
民
主
党

二
二　

合
同
審
査
会
一
覧
表

国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会

国
会

回
次

開
会
決
定

年
月
日

案

件

開

会

年
月
日

会

長

討

議

者

内
閣
総
理
大
臣

野

党

党

首

回三十百二第

衆
議
院

令
和

 6

、 6

、13

参
議
院

 6

、 2

、 2

国
家
の
基
本
政
策
に
関
す
る
調
査

令
和6

、 6

、19

衆
議
院
委
員
長

根

本

匠
君

岸

田

文

雄
君

泉

健

太
君

馬
場
伸
幸
君

田
村
智
子
君

玉
木
雄
一
郎
君

（
立
憲
）

（
維
新
）

（
共
産
）

（
民
主
）

回四十百二第

衆
議
院

 6

、10

、 7

参
議
院

 6

、10

、 7

　

同

6

、10

、 9

参
議
院
委
員
長

浅

田

均
君

石

破

茂
君

野
田
佳
彦
君

馬
場
伸
幸
君

田
村
智
子
君

玉
木
雄
一
郎
君

（
立
憲
）

（
維
新
）

（
共
産
）

（
民
主
）

回七十百二第

衆
議
院

 7

、 4

、10

参
議
院

 7

、 1

、29

　

同

7

、 4
、23

衆
議
院
委
員
長

泉

健

太
君

　

同

野
田
佳
彦
君

前
原
誠
司
君

玉
木
雄
一
郎
君
（
立
憲
）

（
維
新
）

（
民
主
）

7

、 5

、21
参
議
院
委
員
長

浅

田

均
君

　

同

7

、 6

、11

衆
議
院
委
員
長

泉

健

太
君

　

同

　
（
注
）　

野
党
党
首
の
政
党
名
は
次
の
略
語
を
用
い
た
。

　
　
　
　
　

立
憲
…
立
憲
民
主
党
、
維
新
…
日
本
維
新
の
会
、
共
産
…
日
本
共
産
党
、
民
主
…
国
民
民
主
党

二
四

二
二　

合
同
審
査
会
一
覧
表





令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
発
行

参
議
院
事
務
局

印
刷
者
　
神
谷
印
刷
株
式
会
社




